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狙いを決めたら何でもあり！ 
キャビネット未施錠もカット理由だ！           

平成２６年の成田隆浩・ＪＲ東海労新幹線地本委員長に対する不当なボーナス

カットの理由になった、１１名の管理者による報告内容第９弾！ 
９月２３日の裁判で、会社のカット理由のデタラメさがはっきりしました。 

今回は、年末手当カットの理由の続きですが、なんと『庁舎の個人用キャビネッ

トの未施錠』がカット理由になっていることが明らかになりました。 

年末手当事象№１２…井田善久助役の報告（陳述書より抜粋） 

平成２６年４月３０日、成田社員は、個人用キャビネットの施錠を行うべきところ、

これを行わなかったため、同日１５時４０分頃、検修当直において、私は成田社員に対

して注意指導を行いました。 

年末手当事象№１３…阿部鉄文助役の報告（陳述書より抜粋） 

平成２６年５月２５日、７００系（Ｃ４３編成）の仕業検査を担当していた成田社員

は、仕業検査チェックシートの「確認者」欄の記入を行わなかったため、同月２７日１

５時４０分頃、検修当直において、私は成田社員に対して注意指導を行いました。 

年末手当事象№１４…中村 滋助役の報告（陳述書より抜粋） 

 平成２６年６月９日３時００分頃、庫１番線において、Ｎ７００系（Ｚ６０編成）の

仕業検査を担当していた成田社員は、ＥＧＳ入の際に、「カバー『取付』、『ＥＧＳカバ

ー』ヨシ」の指差確認喚呼を誤ったため、私は成田社員に対して注意指導を行いました。 

年末手当事象№１５…児玉貫也助役の報告（陳述書より抜粋） 

平成２６年６月２６日０時５０分頃、Ｎ７００系（Ｘ７６編成）の仕業検査を担当し

ていた成田社員は、運転台出入扉の施錠を行うべきところ、これを行わなかったため、

私は外勤室にいる成田社員に対して、ＰＨＳにて注意指導を行いました。 

 

次回は ２０１６年 １０月１９日 １３時２０分より  
原     告・・・成田隆浩・地本委員長      

被告側証人・・・渡辺助役 

 


